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研究成果の概要（和文）： 取引のコストを低減し円滑化するために，履行拒絶を中核とした契約危殆状態につき，契
約危殆状態に陥った契約当事者がどのような規範に従って行動するか，その行動を法規範がどのように評価するかを明
確化し，より効率的な規範を探究した。
 主要な成果は次のとおりである。①履行拒絶の本質的要件は確定性である。②確定性の有無の重要な判断規準に「相
手方の意思確認を行ったか否か」がある。③これまで顕在化しなかった履行拒絶の類型の1つに正当化事由のない履行
拒絶がある。これを履行拒絶の問題に位置づけるか，各種正当化事由の問題に留め置くかについては更なる検討を要す
る。

研究成果の概要（英文）：   To achieve business costs reduction and business facilitation, this reseach pro
ject revealed what norms contract parties behaved in accordance with in insecurity centering on anticipato
ry repudiation and how legal norm evaluated their behavior ,and sought more efficient norms.
   The Major findings are as follows. First, a requirement for anticipatory repudiation is definiteness. S
econd, an important criterion to determine whether definiteness is present is whether one party confirms t
he other her willingness and ability to perform or not. Third , an unjustified repudiation is one type of 
repudiation, which has undiscoverd.
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１．研究開始当初の背景 
(1)概要 
 契約危殆とは，契約締結後に一方当事者の
契約利益の実現が危険視される状態に陥る
ことである。これは，一方当事者の当該契約
に対する信頼を損なわせ，当事者双方の取引
コストを上昇させ，更に当事者を越えて，取
引社会の契約制度に対する信頼に重大な悪
影響をもたらす。 
にもかかわらず，日本にはこれを直接に対

象とする法制度はなく，若干の論者による研
究があるに過ぎなかった。 
この状況を打破するために，本研究課題は

遂行された。 
 
(2)当初の状況の具体的問題点 
主要な問題点は 2つある。①日本における

この分野の研究の遅れ，②取引実務と民法学
の認識の乖離である。 
 

①日本におけるこの分野の研究の遅れ 
 国内の法状況についていえば，契約危殆を
全面的に手当てするか，その一場面を個別的
に手当するかの違いはあれども，契約危殆を
対象とする法制度をもつ国が多い。アメリカ
はこれを全面的に手当てし，イギリスは履行
期前の履行拒絶を手当てする。ドイツは解釈
により債務不履行の一場面として履行期前
の履行拒絶を扱う。中国は契約法改正の際に
履行期前の履行拒絶規定を設けた。これに対
し，日本は，全体としてみれば，債権法改正
の議論をきっかけにようやく履行期前の履
行拒絶に関心が向けられ始めた状況であっ
た。 
 国際的な法状況についていえば，契約危殆
に対し一定の法的救済を備えたユニドロワ
商事契約法原則が既にあり，同様のウィーン
売買条約が日本において発効していた。また，
ヨーロッパ契約法原則，共通参照枠組草案等
の法の統一化の試みにおいても契約危殆に
対し一定の法的救済が設けられていた。した
がって，国際的・国家を越える法制度の標準
は契約危殆を対象に捉えていた。 
 ゆえに，日本の研究の遅れ，別言すれば契
約危殆に対し明確な態度決定をしないこと
を，標準からの乖離と評価することが可能な
状態であった。 
 
②取引実務と民法学の認識の乖離 
 制度面についていえば，民法は，契約締結
から契約終了までの期間を当事者の自律に
委ねる傾向にある。これに対し，取引実務に
おいては当事者による自律的解決を保障・促
進する法制度が望まれていた。その理由には，
(a)契約危殆に関する法的標準がないため，
対応の方針が定められないこと，(b)それゆ
えに解決が長期化ないし塩漬けされること，
(c)履行期後の法的救済が利用できても不経
済であること，(d)紛争解決手続の利用がそ
の後の取引関係を悪化させること等が挙げ

られる。 
 学説についていえば，若干の研究が契約危
殆に対する法的救済を提唱していた。しかし，
それらは理論構成に傾倒しており，取引実務
の実態に目を向けていなかった。 
 したがって，民法学は取引実務の要望に十
分に応えていなかった。 
 
(3)本研究課題の具体的動機 
①客観的動機 
取引の円滑な実現，入念な紛争予防，円満

な紛争解決，当事者にかかる法的コストの軽
減を実現するために，一方で，日本における
この分野の研究の遅れを取り戻す必要があ
り，多方で，取引実務と民法学の認識の乖離
を解消する必要がある。 
また，債権法改正により履行期前の履行拒

絶および履行期前の解除の明文化に備える
ために，取引実務に適合した基礎理論を構築
する必要がある。 
 
②主観的動機 
研究代表者は本研究以前から契約危殆の

研究を理論面から進めてきた。その過程にお
いて取引実務における契約危殆の実態が不
分明であることを痛感した。理論の検証と議
論の空転の防止のために，取引実務における
問題の実相を解明する必要がある。 
 
２．研究の目的 
 契約危殆の実相を解明するために，その中
核となる履行期前の履行拒絶が取引実務に
おいてどう処理されているか，判例・裁判例
においてどの法制度の問題に割り振られて
きたかを解明する。これにより履行拒絶およ
び契約危殆に対する法的な取扱い，法的評価
の規準を明確化し，取引実務にとっての障害
を緩和軽減する。 
 
３．研究の方法 
(1)総論 
まず，契約危殆状態のもとでの履行プロセ

スおよび交渉プロセスに焦点を合わせ，各プ
ロセスの実相を判例および裁判例から抽出
する。 
次いで，上記各プロセスを法的に評価する

ためのモデルを①比較法の視点，②各種の抗
弁等，履行プロセスにおいて作用する諸規範
の視点から考案する。 
 
(2)各論 
 総論記載の方法を前提に，次の方法を採用
した。 
 
①判例研究 
 履行拒絶に関する大審院判例はもとより，
履行拒絶の裏側と目される受領拒絶に関す
る大審院判例を特に当事者の行動に注目し
て精査した。また，履行拒絶に関する近年の
下級審裁判例から当事者の行動の詳細を抜



き出し，履行拒絶と評価されるプロセスを追
った。 
 履行拒絶と対比を際立たせるために，履行
プロセスにかかわる弁済，弁済の提供，受領
遅滞に関する判例および裁判例を同様の視
点から精査した。 
 そのほか交渉プロセスにおける規範の比
較対象を得るために，契約準備段階における
交渉規範にかかわる近年の判例を当事者の
行動に留意して精査した。 
 
②履行プロセスにおける交渉 
弁済，弁済の提供，受領遅滞等，履行プロ

セスに関する諸規範の歴史的変遷を学説の
方法論の移り変わりに着目して検討した。履
行プロセスにおける契約当事者の種々のコ
ミュニケーションを，法規範と社会規範がど
のように評価するかという観点を採用した。 
 
③履行拒絶の正当化事由 
履行プロセスにおいて正当化事由がいか

に形成されてくるかという観点から正当化
事由を支える論理を探ることにより，履行拒
絶権とそれを支える法規範を抽出するとい
う方法を採用した。 
 
④規範の切替えに関する試論 
 履行プロセスにおいて当事者を支配する
行為規範のモデルを，関係維持的規範と関係
切断的規範の両極を想定し，規範の切り替わ
るタイミングを裁判例における裁判所の帰
責事由判断から抽出する方法を採用した。 
 
⑤比較法 
当事者間の行為規範についての最先端の

研究である現在のアメリカ法の関係的契約
論を参考に，当事者の行動の法的評価のモデ
ルを探った。 
ドイツにおける履行拒絶論の学説および

判例の検討から，履行拒絶を把握するための
法規範の一例を確認し，当事者のいかなる行
動が履行拒絶を形成するかを具体的に抽出
する作業を試みた。 
 
４．研究成果 
上記３．研究の方法(2)各論に対応させて

記述する。 
 
①判例研究 
 契約準備段階における交渉当事者の規範
設定につき，最判平成 23 年 4月 22 日民集六
五巻 3 号 1405 頁を素材に，契約の目的に関
する情報提供規範とそれに抵触する行為に
対するサンクションにつき，最高裁は情報提
供規範を，客観的抽象的な交渉当事者であれ
ば採るであろう行為から抽出すること，それ
に抵触する行為は過失と評価され，不法行為
というサンクションを導くことを確認した
（下記学会発表⑤）。これとは別の規範とし
て，一度行った申込み・提案はそれ自体申込

者を拘束し，その後の契約締結交渉において
は後退する内容の申込み・提案はその限りに
おいて効力をもたないという規範を提案し，
情報提供規範はこの規範の前提であること
を明らかにした（下記学会発表④）。 
 また，履行期前の履行拒絶に関連する事件
と目される新しい裁判例・東京地判平成 22
年 9 月 21 日判時 2100 号 64 頁を分析した。
同判決は，債務者による船舶の引取拒絶の意
思表示は信義則上の義務違反であって，債権
者の信用力を低下させ金融機関に融資を受
けられなくなったことを債務不履行とする
という。同判決の検討の結果，公共事業の失
敗という極めて特殊な事情のもとにあり，結
論先行の判決であって先例性は少ないとの
評価に至った。また，興味深い点として，従
来，履行拒絶のメルクマールと考えられた事
項につき，同判決は漏れなく触れるが，その
触れる箇所が，従来の履行拒絶の要件論（お
よび他国で採用される要件）を全く無視して
いる点（たとえば，履行拒絶の画定性判断を
因果関係の問題として扱う等）を明らかにし
た（下記学会発表②）。この部分については，
今後更なる整序が必要である。 
 そのほか「債務者の履行しない意思が明確
な場合」と「債権者の受領しない意思が明確
な場合」に関する判例の分析から，履行また
は受領しない意思が明確な場合と判断され
たもののほとんどにおいて，事前に催告と評
価しうる行為が行われていたことを明らか
にした。これを履行のプロセス化の観点から
みると，契約関係を切断しようとする場合に
は，相手方に対する意思確認が必須というこ
とになる。履行拒絶および受領拒絶の確定性
の有無を判断する際の重要な要素の 1 つは，
意思確認を行ったか否かである（下記学会発
表①）。 
 
②履行プロセスにおける交渉 
 債権法改正作業において登場した立法提
案，たたき台等には，弁済の提供および弁済
の規定が債務者の行為規範にどう影響する
か，また，受領遅滞の規定が債権者の行為規
範にどう影響するか，更には改正によりこれ
らをどう方向付けるかという視点が欠けて
いることを明らかにした。 
 また，これらの制度の効果についての学説
の傾向を分析し，近年では学説間の異同が小
さくなり，全体として収斂していく傾向にあ
ること，基礎理論レベルの対立を重視せず，
問題となる場面毎に分解して個別に妥当な
結論を求めるという方法論が現在の主流と
なっていることを明らかにした。更に，履行
のプロセス化を支持する立場を主張した。し
かし，いかなるプロセスを構想するかについ
ては具体案を提示するには至らなかった（下
記雑誌論文②および④，学会発表⑦および
⑧）。この点は今後の課題である。 
 
③履行拒絶の正当化事由 



 正当化される履行拒絶として，(a)弁済等
による債務消滅の主張，(b)無効，取消し，
解除の主張，(c)期限未到来や条件未成就の
主張，(d)同時履行の抗弁権，不安の抗弁権，
留置権の主張などがある。債務者が根拠なく
これらの主張をなす場合には，違法な履行拒
絶となる。従来，こうした場合は訴訟におい
ては履行拒絶の問題としては捉えられてこ
なかった。また正当化される受領拒絶として，
債務の本旨に従わない弁済の主張等がある。 
 受領拒絶は，双務契約の債権者が自己の債
務を履行拒絶する意図をもってなした場合，
履行拒絶と等しい。 
 仮に履行拒絶を債務不履行とする立場を
とる場合，法的紛争の場面において履行拒絶
が顕在化するのは，上記の正当化される履行
拒絶の主張が認められず，違法な履行拒絶と
なったときである。 
 正当化される履行拒絶と違法な履行拒絶
との境界線は，正当化事由の存否にかかって
いる。したがって，それぞれの正当化事由の
要件こそが，この類型の履行拒絶の要件を構
成する（学会発表①）。もっとも，そのほか
に要件が必要か否かは今後の課題としてな
お検討しなければならない。 
 
④規範の切替えに関する試論 
 契約当事者の設定した諸規範を，契約の維
持を前提とした規範か，契約が挫折しつつあ
る状況を想定した規範かで分類することに
より，契約を複数の規範群に分割することが
できる。契約の解釈が問題となる場合には，
当事者の設定した規範全体からではなく，問
題の場面に適用される規範群のみの整合的
解釈を行うべきである。また，以上の着想を
実現するためには，問題となっている当事者
の状況が関係維持的規範か関係切断的規範
かを判定するための規準が必須である（下記
学会発表⑨）。 
また（上記①のほか），契約内在的な要因

による規範の切替えを相対化するために，契
約外在的な要因により規範が強制的に切り
替えられる場面である災害時における規範
の切替えと法規範の対応を検討した。東日本
大震災においては，阪神淡路大震災等と同様，
被災から一定の期間，通常の法規範・社会規
範が妥当しない領域が形成された。不法行為
と不可抗力の史的展開に着目すると，かつて
不可抗力として免責されたものが一方で免
責されなくなり，他方で免責されても不法行
為の構成要件該当性の問題として処理され
ることがわかる。これはかつての通常の社会
規範・法規範では適切に対処できず，不可抗
力による規範の切替えが行われていたもの
が，科学技術や法技術の発展により，規範を
切替えずとも処理できるようになったとい
うことである（下記学会発表③および雑誌論
文③）。 
 
⑤比較法 

 履行拒絶が債務不履行となるための要件
については，イギリス，アメリカ，ドイツの
いずれもが共通して（定式に違いはあれど
も）履行拒絶の「確定性」を挙げている。 
ドイツ法における履行拒絶の処理には，債

権者の事前的判断と裁判官の事後的判断の
齟齬が生まれる。これを解消するための 1つ
の方法として，アメリカ法の手法である適切
な保証を求める権利を参考に，債権者に自ら
の行為規範を確信させる手続と裁判官をそ
の手続に拘束することを提案した。具体的に
は，履行拒絶ないし契約危殆状態のもとで債
権者は債務者に履行意思および履行能力の
継続的保持を確認するために履行の保証を
求め，この保証の不提供を履行拒絶とみなし，
裁判官をこれに拘束するという手法である。
この研究成果は，ドイツのベルリン自由大学
において報告された（下記学会発表⑥および
それを発展させた雑誌論文①）。 
 
なお，いまだ研究成果に結実していないも

のは今後も研究を継続していく。 
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